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 腋 療安全情報 oヽ_178」 の提供について

平素より当事業部の実施する事業に1各別のご古配を,易 り.厚 く御ォL中 し上げ

ます。

この度.医療事故情報収集等事業において1又集 した1青報のうち.特に周知す

べき情報を取りまとめ. 9月 15日 に 帷 赤安全情十t No.178.|を 当事業参

加登録医療機関並びに当事業参加登録医療機関以外で希望する病院に提供いた

しましたのでお知らせいたします.

なお.こ の1工療安全情報を含め報告書.午報は.当 事業のホームページ

(https://Ⅵ叫 med― safo.jp/)に も掲載いたしておりますので.責管下医療機

関等に周知いただきご活用いただければ大変■いに存します.

今後とも有用な情報提供となるよう医療安全情報の|,容 ',充実に努めてまい

りますので.`」■ご理解.ご協力のほど生しくお願い中し上げます.

各 都 道 ,付 県 加 ■

■,処所設置市長 殿

各 特 別 |`長
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新生児・乳児の沐浴時に熱傷をきたした事例が6件報告されています(集計期間:

2014年 ]月 ]曰～202]年 7月3]日 ).この情報は.第60回報告
=「

再発.類似事例

の分析」でコリ上げた内容をもとに作成0ました。

湯の温度の確認方法

なし    5

あり   1 .温 魔計の表示を見簡違えた

.温度計が設置されておら

す.使用し,3かつた

.温度計て潟の温度を瓢る

習慣がなく.手を澪に入れ

て確認した

.子螢を装着した手で確認

した

安全情報

新生児。乳児の沐浴の際、場の温度が高く熱傷を
きたした事例が報告されています。

温度計の

使用

適温

38～40℃

温度計の使用
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気付かなかった背景
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新生児・乳児の沐浴時の熱傷

事 例 1

看護師は.沐浴槽に場を潤める際.温度が約60℃に設定されていることに気付かな

かつた。温度計が設置されておらす.湯の温度を測定しなかった結 護師は手袋を

2枚重ねて装置しており.湯が熱いと感じなかった.沐浴槽に患児を入れたところ.

腰背部から下肢後面に熱傷を生した。

事 例 2
当該病棟では温度計を使用して場の温度を測定する慣習がなく嗜 護師Aは沐浴猶

に湯を涸めた際.素手で湯の勲さを確認した績 護師Bは編 児を湯に入れる直前に

沐浴槽の湯に肘を入れて確認したが、熱いと感‐しなかった。思児を湯に入れると′
‐
き

出したため枷 度を測定すると44℃であつた.患児の下半身の皮膚は発赤が言明

で.皮膚科医師が診察した。

事例が発生した医療機関の取り組み

・沐浴時.温度計を必ず使用して潟の温度が38～40℃である

ことを確認する。
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上:=は一例です.自施設に合つた取り組みを検討してください.

莱この医燎安全

“

報|:枢撃,旗情報収集刹
`葉

(厚生労働省補助

“

葉)において収集された●例をもとに.本Ⅲ薬の一喪と
して総合粋価椰会●■の會見に基づき.医黎Tたの発4.チ 防.l,発恥lL●,ために作成されたものです.

本事衆の趣旨等の畔柵|=ついては.本サ:案ホームベージをご覧ください.it,、′′、バ●,,●
`●

oi● 。′
※この情報の作成|=あた,."改時|=お |する正Ⅲ性1=ついてはガ全を期してお,ますが.その内容を,半にわた,保にするもの

ではありません.

Xこの情報は観 掟1嗜の訳量を制限した,似療に,者に磯移や責任を無す■的で作成されたものです
=あ ',ま

せん.
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